
京 中 発 第 ３ ４ ２ 号 

令和７年１１月１３日 

会員各位 

京都府中小企業団体中央会 

会 長  安 藤 源 行 

 

ハラスメント講習会のご案内 

 

平素は、本会の事業運営につきまして、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、今般、労働施策総合推進法等が改正され、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理

上必要な措置が事業主に義務付けられることになりました。 

これまで、様々なハラスメントが法律に規定されてきましたが、何がハラスメントにあたるのか、ど

のような社内規程や社内体制を整えなければならないのか等について、今回法定されるに至ったカスタ

マーハラスメントを中心に解説していただきます。また、講習会終了後には個別相談会を予定していま

す。 

参加を希望されます場合は、別紙の参加申込書により 12 月 5 日(金)までに FAX もしくは電子メール

にてお申し込みをお願いします。 

記 

 

日 時  令和７年１２月１２日(金) １４：００～１６：００ (受付１３：３０～) 

 

場    所  京都経済センター４階 会議室４－Ａ 

         京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８ 

 

内    容  ①テーマ 「ハラスメントの事例と対応」 

         講 師 秋田 洋一郎 氏 （京都労働局雇用環境・均等室） 

 

    ②テーマ 「ハラスメント対応社内体制をつくる」 

         講 師 横手 崇 氏 （京都働き方改革推進支援センター 

                     社会保険労務士、ハラスメント防止コンサルタント） 

 

参 加 申 込  申込書に必要事項をご記入のうえ、１２月５日(金)までにＦＡＸもしくは電子メール

にてお申し込みください。 

                 

定 員  先着３０名様  

         ※定員に達した場合は、募集を終了することがあります。 

以上 


